
典仼儖㛻꧟愤侇ס䑴䓦♞錃⛨㱝❠礡ֽׄמ焰㼖洈ס磝⛪չ儒㰏槀؆䎎侇洈㎻儒鼧域Ꝏֽמ绂י׀
鸜䃸㵱紆ׁײ䐝艄溿狒٭ذ٤ج◄ⳉ㷀Ꝏ2024䇗12僖23仼瑬㍑耆氧逇愤㏐ֽׄמ♞錃⛨㱝מ꞊䙫釤◫䬵⚡

⹆拨鞲乢
• ⛪չ儒㰏槀妣䬠❠鞲乢
• 焰㼖洈䑴䓦♞錃⛨㱝鋗ꎰhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065d/oukyuukirokusyu.html
• ր⛨סַױ䐝艄ٞوشُغ٭ց⛪չ儒㰏㜂妣⛼䡗ع٤َؕ٭ق鞲乢
• ⫂ꞌ䈡ꡔ愤鞲乢
• 逇愤縖סַױ⛨ס澬⟊מ꞊磝◄❆H27䑴䓦♞錃⛨㱝https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/sumai/sumai_5.pdf
• 逇愤縖סַױ⛨ס澬⟊מ꞊磝◄❆R3䋦錃㑔䑴䓦⛨㱝https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakuho_6.pdf
• 愤㲹䷫Ⲃ嫎ס⯆䈱哭釐R5https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_b2.pdf
• ⸁榟Ⲑ⥸泸鞲乢
• 愤㲹䷫Ⲃ嫎ס哭釐⸁榟泸⼔炐瑬144⺘仾┉芗㓹嶖ֽׄמ♞錃⛨㱝꞊鵽䥁睛https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/08.pdf
• 溍䃷洈鞲乢
• 䑴䓦♞錃⛨㱝䋦錃㑔יַחמ愤㲹䷫Ⲃ嫎♐⽰6䇗2024䇗耆氧ⶐ㼖㏐꧟https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r6oukyuukasetsujyuutaku.html#seibi
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䑴䓦♞錃⛨㱝ס磝ײ吾鋀٬吾錞⯥䬠
•䑴䓦♞錃⛨㱝ע愤㲹䷫Ⲃ嫎מ䑴䓦䷫Ⲃ
• 䑴䓦䷫Ⲃ㲔产ס״גס┉芗㓹嶖2000䇗僖31仼⸁榟泸⼔炐瑬144⺘2015䇗10僖仼⫂ꞌ䈡⼔炐瑬228⺘ס⯆硜┖ֵמն
• ⹚ꪫ逇愤㏐㍾僗ס兢♭ס鷿ַ逇㲹ס釨嘗٬䛜喋יזמ㲔꤀ס磝ע┉喋ַםעךն
• 车䷓磝笝ֵס 亠ֿ ䷫Ⲃס㷣ꝧ䄅⺓ն舅媩⛮ס鷨⸻ס磬꽦ֿ 车䷓磝笝מ⹚何愤㲹㵚䑴ֽמ 僗扛ֿס愤㲹磬꽦ס⸻鷨עיַ 䏅ꮶն典仼儖㛻꧟愤♓攐מ忁榖ם愤㲹䘶㲊י㏐㓊ꡔ愤銶槆㲊כֿ׆״ 姲״מא注䑴ַ 车䷓磝笝ס⫋稴ֿ 鶟ֹ׳ גֿזםמ 㛻꧟愤䎎侇ע攐㲊ꪜ䅻愤㲹מ䧗㲊釨嘗ס愤㲹䘶㲊י㵚䑴⯆⛮啶疣יַ ך燵ֵע⛮舅媩ג նגז
• 䋦錃㑔䑴䓦⛨㱝חַמ 㰆㏇ֿס㷈⛨鞲嶎ס仴㰆לם狜㲜כؠشعتס䢔丗妨ꝴ鞪鞚⛨㱝ם榫⺎耆⮵ך氳⛨㱝⪛ס仴錃עי 䑒釐䋦錃䢔丗מ㛻ׂ׀ 䏅ꮶն㛻꧟愤碌ס䇶㓊忁榖愤㲹ס㕙⺬עמ仴㰆鞲嶎僃㛻מ孨榫םֽי 腬㛻ם䢔丗䋦錃❠礡םמכ׆ն㷈⛨ס澬⟊ֿ 蜷ׂ ㍭ꦘם逇愤縖׀ךמ鲅鵭מ䬠❠כַ ䷫ֹⲂס釐鑁┕澬㲔ם❠礡耆ⱱ䧏ח◄哅縖סכⱱםמכ׆⩝⨣ն
• 逇愤㏐מ㰆㏇䋦錃◄哅縖䋦錃㑔䑴䓦⛨㱝ס❠礡ֽמ ַםעכ׆孨榫יַ ֿ靹春מ䋦⫋ס א䫑榫עמ״גג僿ꝴ⫂ך鲅鵭מ❠礡׀ך耆ⱱ僗䋦錃◄哅縖ֿ 逇愤㏐מ㰆㏇כֿ׆יַ ⯥䬠兢♭םכնגױ车䷓舅骰ֿ יַ㰆㏇澬鏀סאס⯥◄ םׄ םַםף ն

䋦錃㑔䑴䓦⛨㱝❠礡㲔竮
• ⯆䈱哭釐䎎侇ք㵚霄縖օ⛨㳃ֿ⪒㙗յ⪒抏⹑ע孱㜊յ㷈⛨⛨㳃ַֿם縖יזֵךյ舅ס鞲ⱱעך⛨㱝䐂ַם׀ךֿכ׆縖ք鞝榫ס䈱갮օ釨 劲䢔䎎ג䇖㏯29.7 प㐠嘅嶖כ䈱갮䢔䎎ג䇖㏯2,530,000 ⫃♓⫂⺱┉丢㏐⫂⹑ע鲣䫘㏐㓊⫂מ哭50נ 䢔♓┕錃糋ג㕙⺬עյ㷈⛨縖ס⚡璡מ⮵榫ס״ג产錃錃糋׀ךնք浓䄄僿ꝴօ愤㲹氦榟ס仼20־ 仼♓⫂מ浓䄄յ鵭מ־錃糋⭳⪯⫂ꞌ䈡ꡔ愤ւ逇愤縖ַױ⛨ס澬⟊מ꞊磝ײ◄❆փP.592015䇗僖ֽם2021䇗5僖מ䷉銫ַי
• ⛨䢔وؕذ A : 㐠B:  㐠C : 12㐠
• 䢔丗鿥⮆A:B:C
• ⮆⪜ⳓ⮆⪒䢔㱭䡗2013䇗僖仼ٝو 『福島県応急仮設住宅記録集』P.12
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㛻꧟愤♓⯥ס愤㲹㵚䑴
♞錃⛨㱝❠礡מ꞊焰㼖洈ס车䷓磝笝⛮⯆
•㎁⸁Ⲑ泸炘⚡٬䭤閾㷀愤㲹䷫Ⲃ嫎䢥畘遨Ⲃꄋ◫♀⩕
•焰㼖洈榟孨梪㗞鼧愤㲹㵚瓀鐐㵚瓀儖鼧◄ⳉ㷀遨Ⲃꄋ榼鑁猜
• 儖鼧◄ⳉ㷀ע杘ך啶䡗̜♞錃⛨㱝䶹䭤擻鞲״גס䶹䭤杘ֿ䥵䎎
• 䶹䭤杘ע⺨鐐־孬鸦绷10丗⺲ך啶䡗ն♞錃⛨㱝מ瞿鵟עסַי㎻儒鼧䋦疣⛨㱝鐐Ꝏ绷⺲ס⺲ײס鵟䅻愤㲹僃㛻30䢔爊䈱ס䑒釐䢔丗ס㵚䑴ע⺎耆ך㛻꧟愤碌מ㵚䑴עס哕י״㍭ꦘ䏲鳭ն

焰㼖洈㎻儒鼧ס磝笝⛮⯆㛻꧟愤䎎侇
•域Ꝏ⛮⯆Ζ♿槆䥵䎎Η鷹饟䥵䎎Θ媞䃷٬溟ꡔ䥵䎎Ι齉䄫銶槆٬┖姡鷹䥵䎎Κ䋦疣⛨㱝䥵䎎
• 䋦疣⛨㱝䥵䎎域Ꝏמ⩕ססח鐐硜60⺲Ζ 䋦疣⛨㱝鐐╚מ⛨㱝ס♿槆⪜ㅀ⛨㱝洈ㅀ⛨㱝ס丝⤓銶槆٬䄫槄兎ㅀ⛨㱝規׳⪜ㅀ⛨㱝מ㵚㎁ס遨Ⲃ榼鑁10⺲爊䈱Η 䋦疣䧗㵵鐐䋦疣㓹嶖嫎璡꞊ ➟嫎♐錉鏀⺎䢥畘ն妨ꝴ⛨㱝璡מ㵚踄鞲⫋ꝧ氦ֵ 䋦疣꞊עַ ➟㍚⛮璡סכ鵽䯥䶹䭤䥵䎎סח➟ն10丗⺲Θ ㅀ笟鐐洈僗产錃丝⤓氦嫰縖םכ䥵䎎鐐כ鵽䯥י㓹儖啶䘶銶槆錃銶縖ס鹟㲊錃銶䄄◄畘杼סא䏲ס禴䧏畘杼璡◀畀釐姲ס鞲乢規י״䤗软氳ם鼧⮆ס䶹䭤ն20丗⺲30⺲鲣ׂ ն䇗䈱儕ך珜䄄吾削遨Ⲃ榼鑁ֿ✞㗞סך╈ֵמ꧟愤氦榟

愤㲹㵚瓀儖鼧ס錃糋כ鼧㷀ס㵚䑴
꧟愤氦榟泡䏲ס㵚䑴
•儖鼧錃糋僖11仼舅媩⚡귆꣪
• 湳◄♓┖鼧Ꝏ♓┕ס䏔绷ך啶䡗敯媲䤧䭂䐝仾ס产瓀閱鑜ն鼧Ꝏע儖鼧鎅״ն
•鼧Ꝏ┘㏇┖סךꪜ䅻⛮⯆ס啶疣
• 域Ꝏֿ鼧Ꝏס绷ⳉ算车鼧Ꝏ⚡閱⯥ס◄⯥閱סⲖ曍״גס域Ꝏ壿꣪ך亠⺸יׄט䬠勅סכ鼧Ꝏ䧗炐ն
• 域Ꝏ־鐐Ꝏ٬遨⛪עמס┕ח䏔绷ס䙫閁ך敯媲䤧䭂产瓀䬠勅姲״ն
• 企ס״注鐶䐿䈓חח┉㲊爊䈱⪮⛮ג㕔⼔鼧Ꝏ⚡閱㵚瓀儖鼧⚡閱ׅ┕מ☼磝ײ疣ׂն

䋦錃㑔♞錃⛨㱝ס泘嘅䢔丗ס錃㲊
•僖1213仼䎎ꪫס丝⤓䢔丗畀㲊
• 䋦疣⛨㱝鐐♿槆䥵䎎哭丗┒䢔逇愤٬鹴ꦘ敯媲ס䗯㕔־
• ⺱⪜ㅀ⛨㱝䥵䎎⮵榫⺎耆⪜ㅀ⛨㱝狜㲜1000䢔䄫槄兎עמ꧅鎇拨⚡
• 䋦疣䧗㵵鐐嫎♐꞊➟䥵䎎妨ꝴ鞪鞚⛨㱝狜㲜5000䢔㱝䋦哅嫎䢥畘㱝䋦哅⚡٬⪒仼儖┘Ⳃ榤⚡洈䶹鼧拨⚡ ˥䎎⮣םײ־♞錃釤鱮׳ն5000ע鬇㷈侇僿ⶡ骰⺸ׄ ⛨䢔ֿ 㛡丗ⶭ״㲔꤀מ孨榫׀ךն
•䋦錃㑔❠礡釤鱮ײ䢔丗┒4000䢔
•僖14仼㵚瓀儖鼧⚡閱䤔鏀
釐鑁䏲䢔丗鵟湳ٝو•
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䋦錃㑔♞錃⛨㱝❠礡┉䦮畘杼⛮⯆ס啶疣
䋦錃㑔♞錃❠礡㲔ⳉΖ
•⯥䬠兢♭澬鏀䷫Ⲃ嫎ס⪒洈鸵榫

• 遨Ⲃꄋס⭳亠ֿ 鸵榫敯媲ך樟ם
•♞錃❠礡㲔ⳉ㎻儒鼧䋦疣鼧㷀ך┉䦮畘杼מ

• 㵚瓀儖鼧䶹䭤杘ס☽ך䶹䭤哅ⳉכ┾车י┒䢔ס♞錃⛨㱝❠礡ס鲅鵭㲔产ע┘⺎耆⯥鳭
• 僖14仼┒䢔ס❠礡泘嘅מכ儖鼧ס▼䤔䐂י㎻儒鼧⫂מ䑴䓦♞錃⛨㱝㵚瓀儖鼧錃糋 ˥ס׆⛮⯆ֿ ♭兢ם樟כ逇愤洈ס☽

• 洈ע┒ⶉ䢔僖儕סךױ❠礡釐鑁
• 儖⛮䄄◄ע⚡产䄄㛙啶ע㏐⩕◄哅縖כַך ֹ鴫䬠勅
• وٝ 䇠◄炘כ㏐⩕䄄◄◄哅縖䋦錃哅⚡꧅錃哅狜鐧٬轼榟䄄◄哅꧅ⱱت؝⚡炘٤قٞو硌ت؝ס⚡炘סכ僖儕ךױ並域ס갹⺬٬䣒⺬ה

僿㵚䑴⮣ס⚡هـٝو
• ⚡䇠◄⚡炘ס全洈㎁◫泸⛨㱝㷀ס劮㍑
• 鵟䅻愤㲹侇מ㵚䑴⛨㱝♿槆鼧⚡ٛ ⱶֻמ硌ت٭ ⛨㱝鼧⚡ـ تْؗ 䇠◄炘־硌٭

㏐⩕⪜ⳓס婊了
• 注域׃釐鑁洈┕㷺鼧閱⚡璦璡

• ㏐⩕䋦錃哅槡㛙啶儖⛮❠礡⹆⪌䄹僶
• 洈┕㷺鼧٬閱⚡璦㎁⫂㛙ס־䶹䭤䣒錚تؾةل嚀⚡ס僿䏨

• 槡鵟湳ס❠礡ⱱٝو
• 逇愤洈┒䢔ס釐鑁מ㵚❠礡ⱱ┒䢔ն僖儕㱭▼ס釐鑁嵹עמג⺨洈┒䢔ֿ ┕ն
• ┘餉⮆4000䢔㏐⩕⪜ⳓכ׆鐐Ꝏ⚡閱מ䬠勅ⷉ了ⷉ婊ն ˥丗ⶇ䇗מ⹕ש㏐㕙榤靸孨榫㏐㕙榤哅䨕艄גׄ⺸מ䄄ⳉ䈘罫䡗䷓瓀ס㲔竮

䋦錃㑔♞錃⪜ⳓ20סךױ仼ꝴ
䋦錃㑔♞錃❠礡㲔ⳉΗ
•⪜ⳓ釐禽ס⛼䡗

• ㅀ笟鐐䋦疣銶槆♿槆䥵䎎ֿ 仼ꝴך⛼䡗ٞاٜ٭َو 亠䌋٤ًؤ 亠䌋ⳓ釐禽ֿ ꦅ䎬
•◄⯥湳◄ٝؠ

• 鼧Ꝏ٬Ⱌ湳◄鐄伺䏲Ⱌ湳◄־湳◄ٝ 釐鑁ؠ
• 湳◄4000־䢔ס澬錞姲גֿ״ 1000䢔2000䢔ך⯥鶟סכ⮭了ך⫂钯

•㵚瓀儖鼧⚡閱䤔鏀僖⮣
• ⪜ⳓ僿ꝴ鶚ꝴ㵚霄◄哅縖釐♭ⳓ䢔丗4000䢔ס兢♭ך⪜ⳓכ׆䤔鏀
• 㵚瓀儖鼧⚡閱ُע ؤِت 哭釐⼔湳ס⯥◄儖鼧䤔鏀״גֿ⪋

•僖11仼⪜ⳓ

⪜ⳓ釐禽ס釐憠
• ❠礡耆ⱱ100䢔♓┕
• 硯僿僖儕מךױ䧗㲊ס㎻㏐ך䑒釐錃⤓規״⪌㷈⺎耆מ
• 儖䈘洈⫂䢥㏇♿哅䇗ꝴ20䢔♓┕ס❠礡㲔竮鷨⸻䇗僗鞲劲
• 鹟㲊兢♭

• 洈嘅嶖☼喋מ⺬舙鸵塜❫劲㏐⩕♿哅٬逇愤縖榫洈榤靸✳榫⪌㷈䏲ْס ⯆⛮ت٤ػط٤
⪜ⳓ㲔竮
• 瑬┉域僖11仼4000䢔

• 䑴ⳓ28炘炘鰭鴙16,226䢔
• 鹟㲊僖22仼12◄哅縖㍚⛮4000䢔❠礡䢔丗4,377䢔

• 瑬◅域僖12仼㏐㓊㲊硜1000䢔
• 鹟㲊僖26仼15◄哅縖❠礡䢔丗1,942䢔

4



攐鋗׀憠╚יכ鸜䃸ס鏀閁Ζ
• 洈ס羑ⱱ湳◄䇠鼧绷䥵䎎鐐ֿꄆ釐

• 䎎侇ס┉芗㓹嶖253ע┒⫃䢔ն⪜ⳓסך鞙❫劲ס泘㱦600ע┒⫃䢔ն
• ╈飈㏐꧟㸓飈兎ס◄❆璡馐ֻױ 洈ֿ 婊了ף㎁鴑鏀䐂ַם 磝նך鏀閁סכ

• ❠礡ס磬꽦馐ֿםֻױր䑴䓦♞錃⛨㱝璡ס榟孨梪㗞䷉ャס״גס溿狒⚡ց錃糋י舅䄕吾錞㲔产
• ㎻儒鼧䋦疣⛨㱝鐐焰㼖㛻㰢愤㲹䐝艄溿狒䢥
• 錃糋釐禽㲊״洈ס⪜䌋ס磝יכ㲔产
• 嶖⤓⚡⹕צ㍑ס溿狒⚡ꝧ⤹2011䇗僖15仼2013䇗僖13仼
• ⸁Ⲑ泸炘⚡٬䭤閾㷀㎁◫泸⛨㱝㷀㲌րס־׆䑴䓦♞錃⛨㱝璡ס❠礡מ꞊釐僶璡ց䬠⭳2013䇗僖ն⮯岣鞲乢

• 䑴䓦♞錃⛨㱝סعتؤٜؠؕئنؕٚס畀⭳כ⮆冪ס磝ײ
• 2018䇗䈱מ❠礡عتؤٜؠؕئنؕٚס⮯وؕذLCCס畀⭳כ⮆冪车ַ2019䇗僖מ磵冽⪜辐ն

• 磵冽ם╚
• ն㏐⩕⪜ⳓ◄哅縖ֿ┖㍑⫄┒575ס硌ت٭♿槆鼧⚡ٛٝو
• նַם㵼עعشْٛ┕LCCךס־־鉮⛮鞝榫ֿע䉷ն鞙⛥עت٭ٛעךױⰟ냕ն㰆糋僿ꝴ䇗ע◄䄄僿ֿ湾ׂ⮣僿䋦錃鞝榫ֿ⛥ַֿ鴑ⱶ䄄ע⚡♿槆鼧ٝو
• ն⮵┘ע┕냕ׂLCC냕ַֿ⮣僿鞝榫鴑ⱶ䄄◄鞝ע硌⛨㱝䓪耆٭٭ْتؗـ⛨㱝鼧⚡ٝو
• ㏐⩕⪜ⳓע㰆糋僿ꝴ䇗飃ֻכLCCֿ注㵚氳מ⛥┖ն儒鵰עوؕذ⫋⮵榫曍ֿ냕ׂ⼽鱨梪㗞סכ鈐⽰䓪냕ַն⬈倉䢢Ⲗ冽㷈⛨縖ס鍐❫냕ַն
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応急仮設住宅供給等の時系列

平成
22
年度

H23．3．11 東北地方太平洋沖地震発生
◇庁内仮設住宅供給体制を整備 Ｐ５

H23．3．12 ○（社）プレハブ建築協会へ応急仮設住宅の建設を要請 P12
H23．3．14 ◇応急仮設住宅供給戸数を20,000戸と想定 P12

○応急仮設住宅の用地確保開始 P14
H23．3．16 ◇建築基準法第85条第１項に基づく区域指定（仮設建築物に対する制限を緩和する区域）
H23．3．23 ○応急仮設住宅（第１弾）着工
H23．3．23 　　○県による民間賃貸住宅の借上げ制度の運用を開始 P21

平成
23
年度

H23．4．14 ◇応急仮設住宅供給戸数を35,000戸と想定（15,000戸追加） P12
H23．4．16 ○応急仮設住宅（第１弾）完成
H23．4．21 ○応急仮設住宅入居開始
H23．4．22 ○応急仮設住宅建設事業者第一次公募12団体選定 P12
H23．4．22 　　○借上げ住宅の特例措置制度を創設 P21
H23．5．13 ○応急仮設住宅の用地（民有地）確保、建設開始 P14
H23．7．26 ○応急仮設住宅建設事業者第二次公募15団体選定 P12

H24．3．末 〔建設型16,464戸／借上げ住宅25,522戸〕

平成
24
年度

H24．4 ◇仮設・借上げ住宅入居期間延長措置

○応急仮設住宅の移築を実施 P46

H25．3．6 ○応急仮設住宅全戸完成

H25．3．末 〔建設型16,800戸／借上げ住宅24,503戸〕
平成
25
年度 H26．3．末 〔建設型16,800戸／借上げ住宅21,658戸〕

平成
26
年度

○使用終了した応急仮設住宅の撤去を開始 P41

H27．3．末 〔建設型16,607戸／借上げ住宅17,397戸〕

平成
27
年度

○復興公営住宅へ再利用 P42

H28．3．末 〔建設型15,758戸／借上げ住宅13,366戸〕

平成
28
年度

H28．4．1 ○応急仮設住宅の無償譲渡制度の運用開始 P34

H29．3．末 ◇	楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村、南相馬市、川俣町、
川内村以外の市町村の供与期間終了

H29．3．末 〔建設型14,604戸／借上げ住宅8,706戸〕

平成
29
年度

H29．4．1 ○移住促進住宅提供事業を開始 P37

H30．3．末 ◇楢葉町の供与期間終了
H30．3．末 〔建設型11,968戸／借上げ住宅4,283戸〕

平成
30
年度

H30．8 ○平成30年７月豪雨災害被災地へ無償譲渡を実施 P40
H31．3．末 ◇南相馬市、川俣町、川内村の供与期間終了
H31．3．末 〔建設型7,866戸／借上げ住宅2,330戸〕

令和
元
年度

R2．3．末 ◇富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の供与期間終了
R2．3．末 〔建設型3,506戸／借上げ住宅1,067戸〕 7



65

これからの応急仮設住宅等の
供給に関する要望等

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災から既に２年
近くが経過しておりますが、原子力災害による避難住民も
含めて、今なお15万人もの被災者が応急仮設住宅等での避
難生活を余儀なくされております。
　福島県の応急仮設住宅等による応急的住宅対策は、未曾
有の大災害に対して、国の支援の下で、市町村・プレハブ
建築協会・県内事業者・不動産関係団体等とともに対応す
ることにより、約42,000戸の住宅を供給することができたと
ころです。
　しかしながら、対策途上で被災者や被災自治体からの要
望・課題対応に追われ、実務上運用の見直しが相次ぐなど
多くの問題が発生し、その時点では最善と思う真摯な対応
に努めてきましたが、これらの問題を将来への課題として
整理し、将来へ繋げる努力が必要であると考えております。
　また、試行錯誤の実務のなかで、県内の建設事業者を積
極的活用するなどし、木造応急仮設住宅の設置、住棟配置
の工夫、掃き出し窓や風除室の設置、グループホーム型住
宅の建設、民間借上げ住宅特例型の創設等の施策を実行し
てきましたが、これらは次の備えに繋がる実績と考えてお
ります。
　現在、これまでの経験を検証して将来に反映する目的で
平成23年10月に福島大学と県が事務局となり希望大学等の
研究機関で構成する「福島県応急仮設住宅等の生活環境改善
のための研究会」を設置して、応急仮設住宅等に関する検討
を行ってきたところです。
　現時点でのこれらの研究成果と福島県が実際に経験した
課題等について「これからの応急仮設住宅等の供給に関する
要望等」として取りまとめましたので、会計検査院からの報
告と重複するものもありますが、これらの要望や提案につ
いて、今後の災害への備えとして災害救助法の制度見直し、
あるいは応急仮設住宅等の供給における運用マニュアルの
改訂などに反映いただくことを強くお願いするものです。

福 島 県 土 木 部 長
福島県応急仮設住宅等の生活環境改善のための研究会委員長

１．災害救助法の制度に関する事項
⑴　都道府県の裁量と権限の拡充
　今回の震災で、災害救助の実務において多数の通知・事
務文書が断続的に発出されたために、事務の手戻りなど実
務上様々な支障が生じました。
　災害救助法は、臨機応変にそれぞれの災害に柔軟に対応
できるよう一般基準と特別基準を設け、一般基準では対応
できない問題が生じた際には、厚生労働大臣と協議し、特
別基準を設定することができます。
　応急仮設住宅の建設においては、大量かつ迅速な供給が
必要であり、個別に特別基準について厚生労働大臣と協議
する時間的余裕がないことから、実際の実務を担う都道府
県に一定の裁量と権限を認めるなど、実務上被災者に迅速
に対応できるように、制度の改善を要望します。

⑵　�これまでの過去の災害で認められた特別基準の一般基
準化

　過去の災害で認められた特別基準であっても、次の災害
では改めて厚生労働省と協議を重ねる必要があります。そ
のため今回の災害においても、実務上迅速な対応が必要と
されましたが特別基準の設定を協議する時間的余裕が都道
府県にはありませんでした。結果として、災害救助法の国
庫負担の対象となる範囲が拡大される通知が出される度に、
応急仮設住宅の追加工事を発注し、結果としてコスト増に
つながりました。
　以上により、過去の災害で認められた特別基準について
は、災害の程度や入居期間等に応じて次回以降の災害にお
いて一般基準として運用できるよう基準の見直しを要望し
ます。

⑶　国・県・市町村・被救助者の役割分担の明確化
　今回の震災では、応急仮設住宅や借上げ住宅の供給と入
居・維持管理や居住者支援等に関して、国、県、市町村、
被救助者の役割分担（特に入居管理や維持管理に関する事
務）が明確でなかったため、改めて県と市町村の事務分担の
ための協定を策定する必要が生じ、こうした調整に時間を
要するとともに、試行錯誤の中で大きな混乱をまねく原因
となりました。
　また、応急仮設住宅の施設維持管理費の負担について、
災害救助費で対応できないとする国の方針を見直し、こう
した金銭的負担、人的負担を事前に制度化する等の改善を
要望します。

２．応急仮設住宅に関する事項
⑴　応急仮設住宅に付与する居住性能の明確化
　東日本大震災等に伴う応急仮設住宅は、災害協定を締結
していたプレハブ建築協会の応急仮設住宅標準仕様書を基
本として供給を開始しましたが、断熱、バリアフリー、住
戸間の遮音、結露対策、設備、外構舗装、物置等について
多くの追加工事が発生し、後追いのため加算分も含めて多
額の費用を要しています。
　一方、災害救助法一般基準において応急仮設住宅の戸当
たり設置する費用は、2,401千円となっており、供給主体で
ある都道府県は可能な限りのコスト削減も求められていま
す。
　本来、応急仮設住宅に規定すべき居住性能について社会
的合意の得られる仕様を明確に定め、費用対効果に見合っ
た応急仮設住宅の供給に努めるべきと考えます。
　短期間に供給して一定期間居住する応急仮設住宅に、ど
の程度の居住性能を付与するかについて、社会通念上の十
分な検討を行い明確に規定することを要望します。

⑵　災害の規模や程度等に応じた応急仮設住宅仕様の設定
　応急仮設住宅から恒久住宅に移行することができるまで
の期間や時期は、災害の規模や程度等により大きく異なり
ますが、現状では応急仮設住宅の性能は一律であり、それ
ぞれの災害救助の状況に見合った、効率的住宅性能となっ
ていない状況です。
　このため、被災の規模や程度等による応急仮設住宅への

8
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入居期間や時期を考慮して、被災の規模に応じた２～３種
別の住宅性能の設定の検討を要望します。

⑶　�過去の特別基準の設定や改善点などをふまえ、応急仮
設住宅仕様の見直し

　今回の応急仮設住宅の建設においては、上記⑴のとおり、
多くの追加工事を行いました。
　入居者からは温熱、結露、騒音・振動等の応急仮設住宅
における居住環境に対する要望が多く、通常の応急仮設住
宅の「標準仕様」では地域の気候風土にあわず、入居者から
苦情が殺到するなどの事態も生まれました。また本研究会
における調査研究においても、温熱、結露、騒音・振動等
において、被災者のストレスや居住環境の改善が確認され
ています。
　こうした点をふまえ、応急仮設住宅の建設においては、
当初から、断熱・遮音、換気、積雪も考慮した掃き出し窓、
風除室、敷地内の舗装・排水対策などに配慮した仕様にす
るなど、現在の応急仮設住宅の居住環境を改善し、地域の
気候風土にも即した住宅供給が可能となるよう「住宅仕様」
の見直しが必要と考えます。
　部屋の広さに関しても、標準仕様が作られた当時とは生
活スタイルが変わり、高齢化も進んだことから、最低限の
収納スペースの確保と、介護ベットを置いても余裕がある
ものに、間取りの工夫も含めて変更が必要と考えます。
　特に、豪雪地では、屋根に勾配を付け、安全な落雪スペー
スを確保するなど、一般地域とは異なる仕様も求められます。
　その際、被災者の「生活の質」の確保にも配慮したコミュ
ニティ重視の配置計画、共同施設（一定個数規模以上の仮設
団地については、高齢者サポート拠点施設の整備等）、購買
施設の配置などについても、十分に配慮していくべきであ
ると考えます。
　また、女性、高齢者や軽度の体の不自由な方が住みやす
いように、棚やスイッチの形状や高さ、配置といったコス
トを要さないユニバーサルデザインへの配慮が必要と考え
ます。
　さらに、住戸についても一般住宅とともに「高齢者向けグ
ループホーム型住宅」の設置を当初より計画するとともに、
一般住宅のコミュニティや被災者間のコミュニケーション
と日照の確保を両立した縁側、掃き出し窓住宅は今後の標
準仕様と考えます。
　上記⑴の検討の際には、これらを踏まえた応急仮設住宅
の仕様を見直しを要望します。

⑷　地域住宅産業の活用による応急仮設住宅の供給
　本県では、今回の災害においてプレハブ建築協会だけで
なく、地域の住宅産業を活用した応急仮設住宅の供給を行
い、結果としてその多くが木造応急仮設住宅の設置につな
がりました。県内の事業者への工事発注は、地域資源を活
用し、地域雇用を創出、あるいは関連産業等への波及効果
なども大きく、地域の振興につながり、結果として被災地
の自律的な復興に寄与しています。
　スピード感と居住性能が要求される応急仮設住宅の供給
に、被災者の雇用や地域産業の再建、地域の住宅建設技術
活用の観点から地域住宅産業が関われるシステムが積極的
に作られるべきと考えます。その際、今回の災害で本県に

おいて多数供給された地域型木造応急仮設住宅についても、
今後積極的に活用できるよう、国が地域型木造応急仮設住
宅のガイドラインを作成し、各都道府県が事前に地元事業
者団体と協定を締結するなどの助言をするよう要望します。

⑸　木造応急仮設住宅供給マニュアルの策定
　木造の応急仮設住宅の供給は、その内装に木材を多用す
ることで、温湿度環境を安定させ良好な居住性を確保し、
暖冷房負荷を低減できることやその後の廃材再利用が可能
であり廃棄物を低減できることが期待されます。
　さらには、県産木材や地域材の活用、また、地場の工務
店や建設業者による木造応急仮設住宅の建設は、地域の木
材産業や住宅産業に大きな経済効果をもたらし、被災者の
雇用を生み出すなど被災地の復興へ向けた礎となると考え
ます。
　応急仮設住宅の仕様について、プレハブの応急仮設住宅
の仕様に加えて木造応急仮設住宅供給マニュアルを策定さ
れるとともに各都道府県への普及を要望します。

⑹　民有地の積極的な活用
　応急仮設住宅の建設用地は公有地の活用を原則としてい
ますが、今回のような大規模な震災では、公有地のみでは
対応できず、その後有償の民有地が認められたことから、
被災地の現場ではその調整に苦慮いたしました。
　このため、公有地を原則としながらも、応急仮設住宅の
建設用地として民有地の借地も認め、その借地料金の支払
いについて国庫負担等対象とすることを一般基準化するこ
とを要望します。
　また、あらかじめ民有地の借地も含めリスト化を行い、
情報のストック化と定期的な更新が、応急仮設住宅の早期
建設に大変有効であると考えます。

⑺　応急仮設住宅の維持管理費用の国庫負担化
　応急仮設住宅の維持管理費は、現在は国庫負担の対象と
なっていないため本県では管理する市町村に対し県がその
全額を補助している状況です。応急仮設住宅の維持管理費
も国庫負担の対象としていくことを要望します。

⑻　�応急仮設住宅供給と一体となった生活支援サービスに
よる被災者の自立支援

　本県では、応急仮設住宅団地毎に管理人を配置し維持管
理や団地の催しの手伝いや被災者の相談などの生活支援に
あたっています。
　応急仮設住宅を被災者へ供与後直ちに自治会や管理人が
機能するため、その運営業務や被災者への情報提供システ
ムに関してマニュアル化することを要望します。
　また、農地の活用による被災者の生きがいづくりや生業
の再建ができるよう被災者の自立支援のための仕組み作り
を要望します。

⑼　プレハブ建築協会供給住宅の再利活用方法の検討
　福島県が公募した地元事業者が建設した木造応急仮設住
宅約6,000戸については、①木造応急仮設住宅を再活用して
復興住宅を促進させること②応急仮設住宅利用後の解体費
用のコスト縮減を図ること③住宅解体の廃棄物の縮減を図9
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ることを目的に、県において木造応急仮設住宅再利用のた
めの調査研究を実施しています。
　ついては、プレハブ建築協会が供給したプレハブタイプ
の住宅について、再利用・再活用のための方法・システム
の調査検討を行い、その方策を提示していただくよう要望
します。

⑽　被災者のコミュニティや生活弱者を考慮した入居管理
　応急仮設住宅への入居に関しては、県より該当市町村へ
地域コミュニティや生活弱者に配慮して入居させるよう通
知をしたものの、原則的には各市町村に任せたため、市町
村窓口において相当な混乱が生じています。
　ついては、この度の震災による入居管理の調査を行い、
入居管理方法に関するマニュアルの策定を要望します。

⑾　応急仮設住宅供給方法の検討
　福島県の応急仮設住宅の供給は、プレハブ建築協会によ
るリース住宅と買取住宅、地元事業者による木造主体の買
取住宅により進めましたが、それぞれの供給方法や供給主
体の違いによる特色（スピード感、居住性、経済性等）を十
分に把握して、あらかじめ災害の状況に応じた供給方法の
ルール化が有効であると考えます。
　また、買取契約の場合は、請負契約と異なり前払い金制
度がないため、地元事業者への要請の場合、これらへの配
慮も必要となります。

３．借上げ住宅（みなし仮設住宅）に関する事項
⑴　借上げ住宅への金銭給付（家賃補助）化
　今回の災害では、民間賃貸住宅の借上げによる「みなし仮
設住宅」が多く供給された一方、災害救助法において、金銭
給付を明記しているにも関わらず、実際の運用では「現物支
給」に限っています。そのため、本県においては、借上住宅
の契約事務作業量が大幅に増加するとともに、被災者が自
ら確保した物件についても、県への契約の切り替えを行う
「特例措置」の事務が発生しています。
　このため、借上げ住宅に関する事務負担の軽減をはかる
上でも、賃料等の金銭給付や市場を活用したマッチング等
の導入等、柔軟に対応できるよう災害救助法制度の見直し
を要望します。

⑵　実務的な制度・スキーム・基準の構築
　借上げ住宅制度については、実務的な制度等が明確になっ
ていなかったため、被災３県ともに、それぞれの制度を立
ち上げ対応してきましたが、類似な問題が発生したにもか
かわらず、各々の問題対応となっています。
　ついては、借上げ住宅制度に関する事務手続き、スキーム、
基準の構築を要望します。

⑶　�応急仮設住宅と借上げ住宅のどちらを主として供給す
るのかの考え方

　今回の震災において、福島県では、応急仮設住宅16,760戸、
借上げ住宅約26,000戸（一般型約2,000戸、特例型約24,000戸）
を供給しています。
　応急仮設住宅は、平成24年３月時点で１戸あたりの建設
費用574万円、借上げ住宅は世帯人員に応じて６万円と９万
円を上限として供給しています。
　災害の規模や状況に応じた、応急仮設住宅と借上げ住宅
の供給割合の考え方など、基本的運用基準を作成されるよ
う要望します。
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